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平成２８年第４回 

利根町議会定例会会議録 第３号 

 

平成２８年１２月８日 午後１時開議 
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１．職務のため出席した者の氏名 

議 会 事 務 局 長  六本木 通 男 

書 記  宮 本 正 裕 

書 記  矢 口 敬 子 

 

１．議事日程 

                                         

議 事 日 程 第 ３ 号 

平成２８年１２月８日（木曜日） 

午後１時開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

                                         

午後１時００分開議 

○議長（井原正光君） こんにちは。ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので，直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

○議長（井原正光君） 日程第１，一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。 

 ４番通告者，11番五十嵐辰雄議員。 

〔11番五十嵐辰雄君登壇〕 

○１１番（五十嵐辰雄君） ４番通告，11番五十嵐辰雄でございます。今回は４点につい

て質問します。 

 まず，１番ですが，住宅用火災警報器設置義務化による設置状況でございます。 

 住宅火災による犠牲者は，特に高齢者が年々増加し，火災に気づくのが遅れたことに原

因があると思われ，住宅火災の約４割に当たります。 

 火災の初期段階で気がつき，早急に消火活動を行い避難していれば，犠牲は出ないとい

うケースが多々あります。このような不幸な出来事が多く発生したため，消防法が改正さ

れました。平成23年６月から，新築，既存住宅問わず，全国全ての住宅に対して住宅用火

災警報器等の設置が義務づけられました。次のことについてお尋ねします。 
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 （１）住宅用火災警報器の設置状況と，未設置についての対応は，町当局はどのように

行っていますか。 

 そして，利根町では現在，消防法による新築，既存住宅を問わずどのくらいの設置があ

りますか，もし設置しなければ，その法による啓発活動はどう行っていますか，お伺いし

ます。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは，五十嵐議員のご質問にお答えをいたします。 

 住宅用火災警報器の設置状況と未設置についての対応はというご質問でございますが，

町内の住宅用火災警報器の設置状況につきましては，利根消防署に確認したところ，町内

において約７割弱の世帯が設置済みとなっている状況でございます。 

 また，未設置の住宅に対しましては，これまで利根消防署と連携しまして，住宅用火災

警報器設置の推進を図るため，高齢者世帯等への防火診断の際や地場産業フェスティバル

において，普及啓発活動を行っているところでございます。 

 今後も，利根消防署と連携しまして，住宅用火災警報器の普及啓発活動を行い，町の住

宅用火災警報器設置率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） それでは質問をいたします。 

 住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年はたちます。電池というのは大体10年

間が耐用年数でございます。総務省の消防庁の推計では，全国で1,100万台くらいが電池

の交換期に来ております。物があれば安心という先入観がありますけれども，火災警報器

があっても作動するのが一番ですから，電池切れがないように，消防署を問わず利根町の

総務課の防災担当の課においても，電池切れがないように，あとは作動確認も時々やった

ほうがいいと思うのです。そういう呼びかけをしてほしいと思うのです。 

 最近まで，11月中は役場の玄関ホールに稲敷地方広域消防本部ののぼりがありました。

今は，のぼりは取り外してないようでございますが，町全体の役場を初め公民館，そうい

うところの公共施設にどのくらいののぼりを立てましたか。あとは，啓発活動も回覧とか

何かで周知したほうがいいと思うのですが，そういう点も再度お伺いします。 

○議長（井原正光君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水一男君） 啓発活動につきましては，今，議員がおっしゃるとおりに，

消防法の改正によりまして新築住宅は平成18年６月１日から設置義務化がされまして，既

存の建物につきましては平成21年６月１日から設置の義務化がされておりました。 

 当初，町としてもホームページ等で普及を図るよう啓発を行っております。 

 今ののぼり旗の件につきましては，ちょっと利根署に確認はしていないんですけれども，
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各公共施設の大きいところには立てていると思います。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 課長，のぼり旗ですが，今は立っていないですね。やはりこ

れからが火災の一番発生する乾燥する時期ですから，11月ごろ立てなくともいいけれども，

冬は啓発活動にはのぼり旗が必要ですよね。 

 幾ら火災警報器があっても電池切れではしようがないから，耐用年数を確認して絶えず

作動確認をするように，特に高齢者に対しては，そういった行いを励行するようにお願い

します。７割弱では相当普及しております。 

 それから，住宅用の火災警報器ですけれども，消防法による火災警報器の設置基準です

ね，例えば各家庭でもスペースの中に何カ所ぐらい設置したらいいか。１個では飾り物だ

からしようがないですね。１階，２階とか，あと火を使うところ，これは設置基準という

のが平米数とか何かであると思うのですが，何個ぐらい必要でしょうか，基準についてひ

とつお知らせください，お願いします。 

○議長（井原正光君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水一男君） 住宅用火災警報器の設置基準及び設置場所ということでござ

いますけれども，対象となる建物は寝室がある全ての建物が対象となります。 

 設置場所としましては，寝室全部と寝室がある階の階段の上部に設置するということに

なっております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） そうしますと，利根町の居住用住宅の世帯ですが，かなりの

世帯がありますけれども，基準を満たすような設置個数は相当数だと思うのです。各家庭

に１個では，ありましただって，これ看板倒れになってしまいますよね。やはり設置基準

も各家庭によく知ってほしいと思うのです。それをお願いします。 

 次に３番でございますが，これは広報とねにもありましたけれども，稲敷広域消防本部

では，利根町が住宅用火災警報器等配布モデル事業により，一般社団法人全国消防機器協

会から住宅用火災警報器100個，それから，住宅用消火器25本，防炎製品，これはエプロ

ンとかアームカバーです。これが25組贈呈されたと。これをどのように活用していますか。

これは広報とねの10月号に，写真入りで，利根町長が稲敷広域消防本部の石塚消防長から

目録の贈呈式の写真がありますので，これは町の方は該当すれば相当もらえると思って期

待していたんですけど，数が数だからもらえないで残念な方がかなりいると思うのです。

これについて，どのように町では配分したかどうかお尋ねします。 

○議長（井原正光君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水一男君） 稲敷広域消防本部より贈呈されたものはどのように活用する

のかというご質問でございますけれども，現在まだ配布はしておりません。今，検討中で

ございまして，一般社団法人全国消防機器協会から住宅用火災警報器100個，住宅用消火
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器25本，防炎製品としてエプロンとアームカバー25組を贈呈されております。 

 この活用方法ですけれども，現在，高齢者世帯を対象に配布したいと考えております。

今，福祉課と協議をしているところでございます。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） やはり町の行政は機敏さがないですね。これは10月号だから，

今は12月号の広報とねが配布されました。これから火災シーズンですから，もっと機敏な

る対応を，協議するのはいいけれども，大分数が少ないんですけれども協議に要する時間

が相当長いと思うのですが，今現在の協議状況について，福祉課長，どんな協議をしてい

ますか。まだ検討中ですか。 

○議長（井原正光君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水一男君） 現在の配布方法として考えておりますのは，高齢者のひとり

世帯と申し上げましたけれども，数がやはり100個ということでございますので，年齢順

に希望をとりまして，申し込みをいただいた世帯に配布する予定で，12月14日に予定され

ている民生委員の会議でご説明して，協力をいただきながら進めていくという方法で今考

えております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） やはり高齢者の世帯の火災が相当あります。数は少ないけれ

ども，希望はわからないんですけれども，もし希望に漏れた場合，町のほうで財政的な負

担をして消火器と火災警報器をセットである程度助成策か何か，そういう考えはあります

か。 

○議長（井原正光君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水一男君） 今現在，助成制度につきましては，火災警報器や自動消火器

などの生活支援用具という形で福祉課で実施しておりますけれども，65歳以上のひとり暮

らし老人など，また，障害者等の方に対しまして，課税額によっては利用負担額がある場

合などいろいろ資格条件はありますけれども，給付事業を実施しておりますので，そちら

を利用していただければと考えております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） その給付事業の状況についての把握は，お答え願えないでし

ょうか。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それでは，ご質問にお答えいたします。 

 福祉課のほうで，ひとり暮らしの高齢者への支援としまして，65歳以上の体の弱い高齢

者の方に対しまして，在宅老人日常生活用具給付等事業を実施しております。また，重度

の障害のある方への支援としまして，日常生活用具給付等事業を実施しております。 

 この事業の給付の種類でございますけれども，両事業とも火災警報器，自動消火器，ま
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たは電磁調理器などの給付でございます。 

 まず初めに，65歳以上の体の弱い高齢者の方などに対しての給付事業ということで，ま

ず対象者の方なんですけれども，町内に居住する65歳以上の低所得の寝たきりの老人の方，

65歳以上の体の弱いひとり暮らしの老人の方，65歳以上の体の弱い老人のみで暮らす世帯

に対し給付するという事業でございます。 

 もう一つのほうの重度の障害のある方に対しての給付事業ですけれども，こちらも給付

対象者の方は町内に居住し，身体障害者手帳の障害等級が２級以上の方，または療育手帳

Ａ以上の方で，それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な方のみの世帯に属する方

に対し，給付する事業となってございます。 

 今，議員のご質問に対しましては，火災警報器ということで質問がございますので，そ

の火災警報器の給付につきましてお答えしたいと思います。 

 こちらの警報器につきましては，性能が，屋内の火災を煙または熱により感知し，音ま

たは光を発し，屋外にも警報ブザーで知らせ得るもので，両事業とも基準額が１万5,500

円と定めてございます。 

 また，自己負担についても定めてございまして，65歳以上の体の弱い高齢者の方などに

対しての給付事業では，生活保護法による被保護者の世帯と，生活中心者が前年所得税非

課税世帯の利用者負担がゼロとなってございます。ただ，これ以外の課税世帯では利用者

負担がございます。 

 次に，重度障害のある方に対しての給付事業でございます。こちらは基準額１万5,500

円がございまして，こちらにつきましては１割の負担ということで定めてございます。こ

の１割負担ということにつきましては，障害者支援法に基づく事業におきまして，障害者

の方の利用負担が原則１割負担となっておることから，１割負担という形で定めておりま

す。 

 こちらにも利用者負担の額が決められておりまして，こちらにつきましては１カ月に幾

らということで世帯区分によって定めてございます。世帯区分が市町村民税非課税世帯の

方で１万5,000円，非課税世帯で，こちらは障害者の年金収入と80万円を超える場合が２

万4,600円，また課税世帯になりますと３万7,200円と負担額が決まっておりまして，これ

を超えた分に対しては町が負担ということになっております。 

 今現在，福祉課のほうではこの２件の給付事業がございます。こちらにつきまして一定

の要件を満たしている方につきましては，申請をいただいて給付という形をとっておりま

すけれども，それ以外の方につきましては，給付対象外ということでなっております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） それでは次にまいります。これも助成関係ですが，高齢者の

シルバーカー，これは手押し車のことを言っております。これを購入するときの助成策で

ございますが，火災警報器，消火器等にも関連しますけど，高齢者が手押し車を購入する
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とき補助金等の助成策はありますかというのですが，特に歩行には問題ないんですが，足

腰が弱く膝などが悪い高齢者の歩行を助ける手押し車，買い物などに行くときには相当利

便性があります。町内でも手押し車を押して買い物をしている高齢者の姿を多く見受けら

れます。最近では，近所の商店街は，ほとんど個人商店は閉店状況です。食料品とか雑貨

などの生活必需品は，スーパーマーケットとかコンビニエンスストア等に買い物に行きま

す。数が少ないですから，歩いて買い物，車で行く人もありますけれども，手押し車等を

買う場合に，大体１万円から２万円ぐらいしますけれども，これも福祉の政策の一環とし

て若干なりとも補助金，助成金等を考えてみてはどうかと思うのですが，それについてお

伺いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは，お答えをいたします。 

 シルバーカーを購入する際の助成策とのご質問でございますけれども，高齢化の進む中，

10月で利根町は39.11％，11月39.21％と徐々に高齢化率が進んでいる現状を考えますと，

シルバーカーの需要はますます増加すると考えております。 

 現在，65歳以上で介護認定を受けると，利用できるサービスで福祉用具のレンタルや購

入できる製品の中に，このシルバーカーは含まれておりません。 

 このようなことから，対象の高齢者や世帯の経済的負担を少しでも軽減できるよう，助

成制度導入を今後検討してまいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 非常に前向きな，町単独で助成策を考えるとか，そういうあ

りがたい町長の実のある答弁に感謝を申し上げます。ぜひ財源を捻出してもらってやって

ほしいと思うのです。 

 町長は勇気と英断がございます。ランドセルの支給事業，全国的に利根町がファースト，

１番です。たしか新入生全児童に600万円近くの財源を投入して60周年記念事業の一環と

して支給した事業が，それがずっと恒久的になったということは非常にありがたいわけで

ございます。 

 それから，子育て支援についても50万円，100万円という，全国で例のないような手厚

い保護でございます。これは未来に対する子供たちへの投資でございますが，高齢者は戦

後，日本の復興に飲まず食わずで相当貢献しました。ですから，これからそういった福祉

に対しても，国や県ができない隙間産業に対して手厚い補助，助成策を期待します。 

 これに関連しまして，せっかく船川議員も平成26年第１回定例議会で買い物弱者の支援

について質問しております。船川議員も全国各地区のそういった買い物弱者対策に対する

質問をしましたので，その中のいろいろ細かい点もありますけれども，３点について非常

に私も感銘しました。 

 買い物弱者の現状認識，それから，利根町のこれまでの取り組み，対応，今後の方向に
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ついて質問して，町長の答弁ですと，歩いていく圏内，徒歩圏と申しますが，徒歩圏内に

はスーパー等がなく，さらに交通手段がない高齢者などが買い物弱者として相当数いらっ

しゃると認識しております。また，今後もさらにふえると考えていますと，町長も買い物

不便者に対して具体的に厚い施策をお願いいたします。 

 次にまいりますけれども，３番ですが，成年後見制度についてお尋ねします。 

 65歳以上の高齢者人口が，全国で3,000万人を超えております。総人口に占める割合が

全国で約25％です。利根町では40％になろうとしております。これも現在，25％というの

は日本国中の２割半が65歳以上です。４人に１人は高齢者でございます。そのうち大体

15％が認知症だそうでございます。判断能力が衰えるのに備えて，そこで後見人という制

度が平成12年度にできたと思うのですが，判断能力が衰えた認知症対策としまして後見人

という制度がありますが，この後見人とは非常に難しい民法上の言葉ですが，なかなか一

般社会では成年後見人という制度が理解できないですよね。 

 その成年後見人という人はどんな人なのか，何をしてくれるのか，それから，成年後見

制度を知らないでいる人が相当いると思うのです。時々新聞等に出ますけれども，これは

民法の改正時には相当各市町村，国や県でもパンフレット等をつくってやりましたけど，

ちょっと今は下火になって，余りそういったのも目に触れないのが多うございまして，こ

こで担当課として成年後見という制度はどんなものか，ひとつご説明をお願いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 成年後見人の利用の仕方ということでよろしいですか。 

 議員もご承知のとおり，成年後見制度は，認知症や知的障害及び精神障害などにより判

断能力が不十分な方が経済的な不利益を受けたり，生活上の不自由さを解消するために，

成年後見人などの支援者が法律行為を支援する制度であります。成年後見制度の家庭裁判

所への申し立ては，本人，配偶者，４親等内の親族等が行うことができるとされておりま

す。 

 町民の皆様へのお知らせにつきましては，広報とねへの記事の掲載，パンフレットの配

布によるものや，成年後見制度の講演会などを開催し，周知をしてまいりました。 

 講演会は，隔年で開催し，昨年の12月18日に利根町図書館ホールにおいては，法テラス

牛久法律事務所の所属弁護士の方に講師になっていただき開催をしております。 

 また，平成29年，来年の１月27日には利根町図書館ホールにおいて，「家族の支援が受

けられない 高齢者・障がい者への支援」について，学習会を開催する予定でもございま

す。 

 今後も引き続きこの制度の周知を図っていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 町のほうでも，取り組みは相当やっていると思うのですが，

最近の新聞とかテレビの報道によりますと，高齢者の運転事故が全国的に相当起こってお
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ります。起こるときには毎日毎日，新聞，ラジオ，テレビ等の報道では高齢者の運転事故，

死傷事故が発生しております。 

 そのほかに，報道されない小さな事故も相当数あると思うのですが，戦後の核家族化や

都市化により，家族による地域の支え合いが崩れまして相互扶助制度が機能不全になって

しまいました。家族を孤立から救うための制度や支援のあり方を考える必要があると思い

ます。 

 行政でも，不断の力を入れていただかなくてはなりませんけれども，事故が発生してか

らは警察や司法の手によるしかないのですが，警察や司法の手に委ねる前の，事故を未然

に防ぐことが必要でございます。成年後見制度を担当する課において，現在の取り組みで

ございますが，町長がおっしゃるように，これは講演会とか講習会ですが，これで質問の

通告をしましたけれども，法定後見制度と任意後見制度，この両方についてのなかなか理

解が乏しいものですから，法定と任意の後見制度の違いを質問したいんですけれども。 

 いざというときには，事故が発生する前に未然に任意の後見制度を活用して後見人を選

んでおいたほうがいいと思うのです。そういった行政の指導は，それは範疇に入るかどう

か，その点もお尋ねします。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えいたします。 

 後見制度についての法定後見制度と任意後見制度の二つの制度についてということでご

ざいますけれども，法定後見制度は，本人の判断能力が不十分な人に対する制度でござい

ます。その判断能力の程度により，後見，保佐及び補助の三つに区分されてございます。

その区分ごとによって違いますので，その辺もちょっと説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 成年後見と言いますものは，本人が１人で生活を送ることができなかったり，また，１

人で財産管理ができないというときに，本人の判断能力が全くないという場合に，家庭裁

判所が後見開始の審判をするとともに，本人を援助する人として成年後見人を選任します。

これが法定後見制度と言われるものでございます。 

 後見人は，質問にもございますが，どのような人なのかということでございますけれど

も，後見人は裁判所が本人，本人と言いますと被後見人に当たるんですけれども，にとっ

てどのような弁護や支援が必要なのかを考慮しまして，家族，法律，福祉の専門家，この

中には弁護士，司法書士，社会福祉士等が含まれてございます。また，福祉関係の公益法

人などの適任者を後見人として選任します。選任された方を成年後見人ということでござ

います。 

 それで，何をしてくれるかということでございますけれども，成年後見制度では，財産

管理と身上監護について支援が行われます。財産管理では現金や預貯金の管理，税金や水

道，光熱水費など公共料金の支払い，不動産の管理，遺産分割などでございます。 
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 また，身上監護と言われるものでは，介護，福祉サービス利用の手続，福祉施設への入

退所の手続，または費用支払い，医療機関の受診に関する手続，要介護認定などの支援を

行うということをしてくださるものでございます。 

 次に，保佐という後見人ですけれども，こちらにつきましては，本人が日常的な買い物

程度は１人でできるのでございますけれども，金銭の賃借または不動産の売買等，重要な

財産行為が１人でできないというように，本人の判断能力が著しく不十分な場合で，その

ときにおきましても家庭裁判所が保佐開始の審判をするとともに，本人を援助する人を保

佐人と選任します。 

 こちらにつきましても後見人と同様で，裁判所が，本人にとってどのような保護や支援

が必要なのかを考慮して，家族，法律，福祉の専門家，または福祉の公益法人などから適

任者を保佐人ということで選任をいたします。 

 保佐が何をしてくれるかということでございますけれども，その保佐の開始の審判を受

けた被保佐人でございますけれども，一定の重要な法律行為で，これは民法の13条第１項

に記載されている行為を言うものですけれども，この規定されていることに対して，保佐

人の同意がないとできないということでございます。 

 保佐人でございますけれども，その内容が本人の利益を害するものではないか注意をし

ながら，被保佐人に対して一番いい方法を選んで，それに沿って被保佐人を援助するとい

うことでございます。 

 先ほど民法の13条第１項，この行為というものは九つございますけれども，主なものと

して預貯金の払い戻し，不動産の売却，介護契約の締結などを行っていただくということ

でございます。 

 あと，補助という後見制度がございますけれども，こちらは後見人，保佐人よりはまだ

１人で重要な取り引き行為などは行えるんですけれども，まだ不安があるというような場

合に家庭裁判所が審判をしまして本人を援助する人を選ぶと，これが補助人ということで

ございます。 

 補助人につきましても，同様なことが支援されるということでございます。 

 あと，任意後見制度ということでございますけれども，こちらにつきましては，本人が

まだ判断能力があるうちに，将来的に判断能力が不十分になった場合に備えまして，あら

かじめ自分が選んだ代理人に，判断能力が悪くなった場合，自分の生活，療養看護や財産

管理に関する事務についてお願いするという契約でございます。 

 この契約につきましては，公証役場におきまして，公証人の作成する公正証書に基づい

て結んでおくものでございます。その結んでおいた内容によって支援をしていただくとい

う内容でございます。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 相当，課長は成年後見制度については熟知しておりますね。
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それで，もう少し聞きたいんですけれども，高齢化が進み，老後の安心のためには，成年

後見制度，任意後見制度，これをぜひ役場のほうでも勧めてほしいと思うのです。成年被

後見人ですね，これは選挙権はあるんです。前の旧法の禁治産というのは選挙権がないん

ですね。これは法定でも任意でも，成年被後見人というのは有権者であって選挙権が行使

できますので，安心してお任せできるんです。 

 確かに今，電話とかテレビとかで悪質な商法が多うございまして，財産管理や契約につ

いては自分でやっては間違いがありますので，法定とか任意の後見制度を十分に活用して，

悪質な商法とか何かに引っかからないように，こういう場合にはこれは取り消すことがで

きますので，ですから役場のほうでも，特に課長のほうで，制度をよくＰＲしてほしいと

思うのです。法定でも任意でも，後見人も悪い人がおりますので，いい人を選んでほしい

と思うのです。 

 それで（４）ですが，これは利根町の利根町成年後見制度支援事業実施要綱というのが

あるんですね。これをよく見ましたけれども，大分くどく書いてあります。 

 きょう質問したいのは，成年後見制度の利用の促進に関する法律，これはことしの５月

に施行されました。この中には市町村のやるべき責務，役割等も条文にありますので，こ

れも含めて，これから成年後見制度の利用の促進に関する法律と利根町成年後見制度支援

事業実施要綱がありますけれども，ことし５月に施行されました法律と関係しまして，要

綱とはそれにマッチしない点はあるのかどうか，もし要綱等が多少変更があれば，現状に

合ったように改正してほしいと思うのです。その点もお伺いします。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えいたします。 

 国のほうで進めております成年後見制度の利用の促進に関する法律でございますが，こ

れに市町村の役割ということが書かれております。この法律の中に書いてありますことは，

その市町村によって自主的かつ主体的に，その地域の特性に応じた施策を策定して実施す

る責務を有すると規定されております。 

 それを受けておりまして，町におきまして成年後見制度支援事業実施要綱の中で，その

支援の内容といたしまして，町が成年後見制度の申し立てや申し立て手数料，登記手数料，

鑑定費用，その他申し立てに必要な費用と成年後見人等の報酬を負担するということで，

町の実情にあわせて要綱を設定しているということで，私としては認識しております。 

 それで，この制度の周知ということでございますけれども，この周知に関しましては，

福祉課のほうでパンフレットとか，先ほど講演会等におきましてもそういうものを周知し

て，なるべく住民の方で利用されたいという方がおりましたならば，福祉課のほうに相談

していただきたいと思っております。 

 また，福祉課のほうではないんですけれども，後見制度を利用する前の支援を必要とす

る場合等もございます。こういう場合におきまして，町の社会福祉協議会のほうで支援を
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しておる状況でもございます。 

 この支援の内容につきましては，社協だより12月号にお知らせしておりますので，そち

らのほうを確認していただいて，なるべく必要とされる方は町のほうに相談していただき

たいと思っております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） どうも，わかりました。 

 最後の４番ですが，高額療養費の申請についてお尋ねします。 

 かいつまんで申し上げますと，国民健康保険と後期高齢者医療と二通りありますけれど

も，高額療養費の申請の方法ですが，国民健康保険と後期高齢者の場合は，同じ制度です

けど窓口対応が違うんですよ。 

 国保のほうは，役場のほうから通知が来れば，その通知を持って保険年金の係のほうへ

医療給付支給決定通知書のはがき，あと印鑑，あと医療機関の発行した領収書，あと金融

機関の振込口座番号，この４点セットで申請します。 

 後期高齢者のほうは４点セットで１回手続すれば，自動的に後期高齢者広域連合のほう

から請求者の口座に高額療養費の分について送金されます。 

 手続が二通りあるんですけれども，その点の違いについて，担当課のほうでお答えくだ

さい。 

○議長（井原正光君） 武藤保険年金課長兼国保診療所事務長。 

○保険年金課長兼国保診療所事務長（武藤武治君） それでは，五十嵐議員のご質問にお

答え申し上げます。 

 高額医療費を支払ったときの高額療養費の払い戻し手続についてのご質問でございます

が，議員ご承知のとおり，高額療養費制度は家計の医療費負担が過重にならないよう，１

割から３割の自己負担金に対し，所得に応じて月額に一定の限度額を設け，支払いをその

限度額の範囲内にとどめる制度でございます。 

 また，高額療養費の支給に関しましては，事前に申請して限度額適用認定証の交付を受

け，医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで，一定の限度額の支払いで済む現

物給付と，それと，一旦，医療機関等の窓口で自己負担金を全額支払い，後日申請をして，

一定の限度額を超えた部分を高額療養費として払い戻しを受ける償還払いの二つのパター

ンがございます。 

 ご質問は，償還払いにおける高額療養費の払い戻しの仕組みと，提出書類等についてと

思われますので，償還払いでの後期高齢者医療制度と国民健康保険制度における手続の方

法について，両制度で多少違いがございますので，それぞれ分けてご答弁申し上げます。 

 まず，後期高齢者医療制度における手続でございますが，被保険者が支払った自己負担

金が高額療養費に該当した場合，茨城県後期高齢者医療広域連合から，その被保険者に対

し受診をした月からおよそ３カ月後に，高額療養費支給申請書を送付いたしております。 
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 被保険者またはその代理人の方は，送付されてきました申請書に必要事項を記入，押印

していただきまして，保険証や高額療養費を振り込む金融機関名，口座番号がわかる預金

通帳などや，マイナンバーの通知カードか個人番号カード，運転免許証などの身分を証明

できるものを持参して，窓口で申請をしていただきます。 

 後期高齢者医療制度の場合は，厚生労働省通達によりまして，特例的な対応としまして，

一度申請書を提出しますと，２回目以降の申請は不要となり，指定の口座に自動振り込み

となります。 

 次に，国民健康保険制度における手続でございますが，被保険者が支払った自己負担金

が高額療養費に該当した場合，町から，その世帯主の方に対し，受診をした月からおよそ

３カ月後に高額療養費支給申請の案内を通知しております。 

 その通知を受けた世帯主，またはその代理人の方は，保険証や印鑑，医療機関の窓口で

支払いをした自己負担金の領収書，高額療養費を振り込む金融機関名・口座番号がわかる

預金通帳などや，マイナンバーの通知カードか個人番号カード，運転免許証などの身分を

証明できるものを持参して，窓口で申請をしていただきます。 

 この国民健康保険制度の場合は，後期高齢者医療制度のような特例的な対応はなく，法

令で毎回，申請書の提出が義務づけられております。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 武藤課長，やはり後期高齢者と国民健康保険というのは，国

のほうの制度が違うんですね。もっと市町村の，一番国民の末端の声を国でも聞いて簡単

にできるような制度に移行願いたいですね。 

 もう一つ，国民健康保険ですけれども，これは医療機関発行の領収書を持参しています

けれども，これ通知が来るのは医療機関で受診されてから３カ月も経過してからなんです

ね。その都度，領収書を保管していない方も多々あると思うのです。私も自分の経験です

けど，３カ月前に医療機関で受診して，全部の領収書を保管して紛失したものもあると思

うのですが，そういう場合の対応ですが，これは担当課としてはいろいろ便宜を図っても

らっていると思うのですが，下々の声を国のほうに上げてもらって，もっと簡単にできな

いかと思うのです。 

 後期高齢者広域連合も，県内には44市町村ありますが，皆さん，便宜性があっていいと

思うのです。国保は毎回，毎回，はがきとか４点セットを持っていくんですね。これ，何

とかできないものですかね。簡単な方法で，その点，課長に聞いてもしようがないけれど

も，その点，考え方をお伺いします。 

○議長（井原正光君） 武藤保険年金課長兼国保診療所事務長。 

○保険年金課長兼国保診療所事務長（武藤武治君） ただいま五十嵐議員がおっしゃった

とおりだと，私も思っております。 

 それで，これは多くの自治体が同じことを思っておりまして，実は国保も後期のように，
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一度の申請で済むようにできないでしょうかということで国のほうに，地方分権の提案と

いうことでしております。 

 内容でございますけれども，国保の被保険者は今，減少傾向にある中で，高齢者の割合

が増加しております。それに伴いまして高額療養費に該当する件数も年々ふえてきており

ます。五十嵐議員ご指摘のように，後期高齢者制度と同じに一度の申請で２回目以降の申

請が不要になれば，被保険者の負担軽減と利便性が大幅に向上するほか，私たち町におき

ましても，窓口受付事務が大幅に削減できます。 

 このようなことから，我々保険者側，これは市町村や広域連合でございますけれども，

国や県に対しまして，後期高齢者医療制度のような特例的な対応ができるよう規制の緩和

の提案を行っております。それに対しまして，国からの回答，これはことし平成28年の回

答でございますけれども，後期高齢者医療制度の高額療養費の支給に係る負担軽減は，対

象者が高齢者であること，また，医療保険者間の異動が少ないことなどの理由から，特例

的な対応をとっている。しかし，国民健康保険の場合は，社会保険に移ったり，国保に加

入したりと医療保険者間の異動が多く，毎回の申請が不要な方法で高額療養費の支給，振

り込みを行った場合には，過誤給付が多く発生することが考えられ，その場合，保険者は

過誤給付分の返還請求等の事務が必要になるといった課題がある。それらの課題を踏まえ

つつ，どのような方法が可能か検討していきたいとの回答をいただいております。 

 引き続きまして，被保険者の負担軽減と利便性の向上，そして町における支給事務の削

減を図るため，県を通じて国に対しまして規制緩和のお願いをしてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員。 

○１１番（五十嵐辰雄君） 課長，ひとつ頑張ってください。お願いします。 

○議長（井原正光君） 五十嵐議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時５９分休憩 

                                         

午後２時１０分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ５番通告者，６番船川京子議員。 

〔６番船川京子君登壇〕 

○６番（船川京子君） 通告５番，６番船川京子です。通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

 若者の定住促進対策について。 

 利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略では，その人口ビジョン，総合戦略策定の背景

で人口減少に歯どめをかけるための戦略として，「子育て支援」「教育環境」「若者の移
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住・定住」を柱とした利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するとしています。 

 また，町の最上位計画である総合振興計画と整合しつつ，子育て支援，教育環境，定住

促進等のまち・ひと・しごと創生に関連する施策に特化したものとされています。この総

合戦略の柱と位置づけられている，若者の移住・定住についてのお考えをお聞きしたいと

思います。 

 利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略には，総合戦略の体系で六つの基本目標が掲げ

られ，子育てに関しては，基本目標１，とことん子育て応援“ＴＯＮＥ”プロジェクト，

基本目標２，学力と心を育む“ＴＯＮＥ”プロジェクトとしています。 

 どちらの内容も，子育てに関する相談体制の充実や経済的支援，学力向上と豊かな心を

育む教育環境の整備など，子育て世代の若い親御さんや保護者の方たちにとっては，期待

が持て，大変喜ばれる事業だと認識しています。 

 このように，町の子供たちは中学を卒業するまで手厚い子育て支援を受けて育っていき，

ほとんどの子供たちは利根町で義務教育課程を終了すると思います。 

 高校進学は各自の選択となり，子供本人の意思が大きくなっていくと思いますが，まだ

高校はバスや自転車などを利用し，自宅から通学する学生が大半ではないでしょうか。そ

して，高校卒業後，個々の事情により町から出ていってしまう傾向が見られると思います。 

 特に大学生や専門学校生などが首都圏に住む場所をかえた場合，その地を足場に就活を

行い，そのままその地で就職をし，親元にはなかなか戻っては来ないように感じています。 

 一方，利根町の実家で就活をする学生たちのほうが，幾らかでも自宅から通勤ができる

職場に就職する可能性があるのではないかと考えます。多くの町民の方からは，手厚い子

育て支援を行い，手塩にかけて町ぐるみで育てた子供たちが，みんな出ていってしまうな

ど，寂しさを感じさせる声や，町で生まれ，育った子供たちに社会人になっても利根町に

住んでもらいたい，ここで結婚をして家族をつくってほしいなど，若者たちに町に残って

ほしいと願うたくさんの声が聞かれます。 

 町の子育て支援は，主に義務教育課程終了までの子供たちを対象に，保護者に向けた支

援との印象を強く持ちます。しかし，高校卒業後の進路選択は，住む場所も含め，子供自

身の選択になっていくと考えます。 

 初めに申し上げましたが，利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱には，若者の移

住・定住が掲げられています。ゆえに，若者の移住・定住を目指すためには，若者本人た

ちに光を当て，若者本人たちに町の魅力やよさを感じていただかなければ，現状の改善に

対する難しさは変わりにくいのではないでしょうか。 

 若者の定住促進に対する町のお考えを，ちょうど２年前になりますが，平成26年第４回

定例会でも質問させていただきました。その中で具体的にお聞きしている事業に関する調

査・研究及び取り組みにおける進捗状況をお尋ねしたいと思います。 

 まず初めに，通学支援についてです。 
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 最も高額な教育費を必要とする大学生，専門学校生などの交通費が家計に占める割合は

大変大きな負担となっています。そのために，家族が駅まで送り迎えをしている家庭が

多々見受けられます。地方自治体によっては，移住地からの通学を奨励し，通学助成金な

ど支援をしているところもあることから，高校卒業後も自宅から通学，通勤ができる環境

整備に対するお考えをお聞きしたところ，この通学助成金に対しては，公平性，公正性等

をかんがみ，慎重に調査，検討をしてまいりたいとのお答えをいただきましたが，町のお

考えをお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 船川議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは，船川議員のご質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり，平成26年第４回定例会で質問した中から，通告書にある３点につ

いての調査・研究及び取り組みの進捗状況はということでございますけれども，１点目の

通学支援についてでございます。 

 学生がいる世帯の経済的支援として，通学助成金の支給とございましたが，若い世代の

方々にも，学生の方もおれば社会人の方もおります。さらに，学生の通学だけを見ても，

電車やバスなどの公共交通機関を利用する方もいれば，自家用車やバイク，自転車などを

利用する方もおりまして，交通手段についてもさまざまでございます。このような多様な

状況から，学生に対する通学だけに助成金を支給することは，公平性を確保するのは難し

いと考えており，通学助成金については支給する考えはございません。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは，町内の若者が町から出ていってしまう大きな要因に，

通学，通勤環境があると感じています。この改善に向けてどのようなお考えをお持ちでし

ょうか。また，調査・研究の取り組みや関係団体との交渉など，今までも，それから，現

在，そして今後，どのような取り組みをお考えになっているのか，その内容をお聞かせく

ださい。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） まず，公共交通等につきまして，通学でいろいろ使われ

ている方もいらっしゃいます。交通の便が悪いというのは前々から言われているところで

ございまして，調査はしております。ただ，なかなか出口が見出せないというか，なかな

かいい施策が見つからない状況でございます。そのような中で，議員おっしゃられている，

若者が利根町から出ていってしまうという，施策を，ちょっと切り口を変えて，今，企画

財政課のほうでは練っております。 

 というのは，昨日の一般質問で町長がお答えしました「利根町元気プロジェクト！」と

いうところで若者……。 
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○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 課長，途中で申しわけありません。ただいまの私の質問に対する

お答えをいただきたいと思います。今，私がお尋ねしたのは，この通学及び，先ほど町長

からもお答えをいただきました通勤環境の改善に向けてどのようなお考えをお持ちでしょ

うか。これに対しては現状難しいというお答えをいただきました。 

 その次にお尋ねしたのが，調査・研究の取り組みや関係団体などとの交渉も含めて，ど

のような対応をお考えになっているのかとお尋ねいたしました。 

○議長（井原正光君） 改めまして飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） 関係団体と言いますと，県のほうから実証実験をやって

みないかという話はございました。ただ，その実証実験も茨城県内の中で，さらに稲敷市

を中心としたものですので，利根町の場合，通学，通勤に布佐駅，取手駅というものがご

ざいます。それを提案したんですけれども，それがなかなか取り入れてもらえなかったと

いうことがございます。それは，利根町は，そこからはその実証実験は行わないとしまし

た。 

 それと，民間のバス会社であるとかに関しましては，話は，そういう機会であるとか話

す機会はございますので話はしておりますが，なかなか難しい状況にございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） わかりました。 

 通学支援に対しての考えは，現在は持ち合わせていらっしゃらないということ，大変よ

く理解いたしました。しかしながら，今後この課題は若者を町につなぎとめたいと思うの

であれば，続いていく課題だと思いますので，通学支援という形でのお考えがないとして

も，若者をつなぎとめておくための通学支援という助成金という形でなくても，ぜひ検討

していっていただきたいと思います。 

 それでは，２点目の質問に移らせていただきます。２点目は，若者やご家族のご意見な

どを知る必要性について，どのようなお考えなのかをお聞きいたしました。 

 それに対して，成人式や電子届け出システム，またＳＮＳの活用などを考えていくとの

お答えをいただきましたが，その対応についてお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは，２点目の若者やその家族のご意見などを知る必要性に

ついてということでございますが，まず，若者の意見として，平成27年１月11日に開催さ

れました成人式において，成人者を対象に「まちづくりに関するアンケート」を実施して

おります。しかしながら，成人式出席者101名のうち回答していただいたのが４名と，期

待する成果を上げることができなかったことから，別の方法を検討してまいりたいと考え

ております。 

 また，若者がいる家族のご意見といたしましては，昨年，総合戦略策定時に住民の意見
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聴取として，子育て世帯を含めた方々にアンケートを実施し，貴重なご意見をいただいて

おります。 

 今後も，まちづくりを進める上で，若者やその家族からのご意見を伺うことは，町とし

ても大変重要と考えており，次期総合振興計画策定時には，アンケートを実施するほか，

さらに具体的な意見を聴取するため，町民の皆様が自由に意見や討議ができるワークショ

ップ形式の場を設け，次期総合振興計画や将来のまちづくりに役立てていきたいと考えて

おります。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 若者やそのご家族のご意見を知る必要性を感じていらっしゃり，

なおかつ具体的にお聞きしていくとの態度はよく感じられましたが，そこでなんですけれ

ども，子を持つ親なら，誰しも子供の将来についてはお考えになっていると思います。年

齢によって温度差はあるかと思いますが，特に中学生をお持ちの保護者の方たちにとって

は，すぐ目の前の課題だと思います。 

 利根町には高校はありませんので，中学生とそのご家族の方たちのご意見を積極的に受

けとめることで，若者が町に残る可能性が，たとえ幾らかでもそのヒントが見えてくるの

ではないかと考えますが，このような中学生，また小学生などお持ちの保護者の方たちの

ご意見を積極的に受けとめていくという部分に関しては，どのようなお考えをお持ちなの

か，お伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） 中学生の保護者等に対してのアンケートであるとか，気

持ちを聞いたらいかがかということですけれども，中学生に関してアンケート等をとると，

どうしても学校教育という面からのアンケートになるかと思います。 

 我々としても，小学生であるとか，中学生であるとか，実際に利根町をどうしたいのか，

どんなまちづくりをしていったら魅力的な町になるのかというものを，何らかの形で把握

したいなと思っています。それが具体的にアンケートがいいのか，学校に出向いて子供た

ちとディスカッションをするのがいいのかというのはありますけれども，今後考えて，で

きるだけ早目にそれは実践したいと思っております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） よろしくお願いします。 

 それでは，３点目の質問をさせていただきます。３点目は，町内商店で行われている日

本ウェルネススポーツ大学の学生に限定されている学割サービスの対象範囲を，町からほ

かの大学や専門学校などに通う学生にまで広げることに対してのお考えをお聞きしたとこ

ろ，ご協力いただいている店舗及び商工会と連携して学割サービスの対象範囲拡大につい

て，検討してまいりたいと考えているとのお答えをいただきました。その後の進捗状況を

お伺いいたします。 
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○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは，この割引制度ですね，日本ウェルネススポーツ大学の

生徒に限定されている学割サービスの対象範囲を拡大ということだと思うのですけれども，

この割引制度は，そもそも割引制度ありきで創設したものではなく，ウェルネススポーツ

大学が開学し，学生が初めて来る町で公共施設や飲食店等を探すのに，町でわかりやすく

するためにキャンパスライフ応援マップを作成し，新入学生に配布しているものでござい

ます。このマップには，公共施設，病院，飲食店等の紹介や場所を記した地図を掲載する

ほか，ＪＲ布佐駅とＪＲ取手駅の時刻表を掲載しております。 

 割引制度につきましては，初めて利根町に来る学生に，町内の店舗を知ってもらい，よ

り多く利用してもらうための付加価値として，町が各商店にお願いして行ったもので，他

の大学に通う学生にまで広げるということになると趣旨が変わってしまうことになります

ので，今のところは対象範囲を広げる考えはございません。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） わかりました。２年前のお答えだと，ご協力いただいている店舗

及び商工会と連携して学割サービスの対象範囲拡大について検討してまいりたいと考えて

いるという，そのようなお答えをいただきました。 

 確かに，今おっしゃったように，最初のスタートの趣旨は違うかもしれません。しかし

ながら，町内にも学生はいるわけですから，それとは別のルートで町内の学生を支援する

という視点に立って，この学割サービスの対象範囲の拡大について検討してまいりたいと

お答えをいただいたと，そう理解をしていたんですけれども，今の町長のお答えだと，そ

うではないということを理解いたしましたので，この件に関して，今回はこれで結構です。 

 それでは，次の質問に移らせていただきます。成人式の運営についてお聞きしたいと思

います。 

 20歳の若者が一堂に会する成人式は，町の魅力をアピールする最大のチャンスだと思い

ます。今後の対応についてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） それでは，成人式の運営についてのご質問でございますが，平

成28年度利根町成人式につきましては，平成29年１月８日，日曜日，午後２時から，利根

町公民館にて開催を予定しております。 

 成人式の運営は，新成人者による実行委員会を組織しまして，企画と当日の運営まで行

っております。 

 議員ご指摘のとおり，町内の若人が一堂に会する成人式は，町の魅力をアピールできる

絶好の機会であると考えております。 

 町のＰＲ活動としましては，各課から依頼のあったリーフレット等を配布しております。

また，成人式終了後，町公式ホームページにて成人式特集として写真などを掲載し，広く
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事業のＰＲを行っております。 

 平成27年度の成人式からは，式典のアトラクションとして，町制施行60周年記念の事業

で作成した，利根町紹介ビデオを上映しております。これは，利根町で生まれ育った若者

が，実際の町の状況をどれだけ理解しているのだろうかという思いで上映をしております。

今年度の成人式においても，この利根町紹介ビデオを上映しまして，若者に町の魅力を再

認識していただきたいと考えております。 

 また，シルバー民主主義に代表されるように，若者の意見が政治的に反映されにくくな

っており，高齢化率が増加している利根町においても例外ではございません。こうした状

況を踏まえまして，成人式の式典の「成人者代表謝辞」の中で，町に対する提言・要望等

を発言いただく予定となっております。これにより，町では若者の要望を把握して，成人

者には町への認識を高めていただく予定であります。これらの施策により，若者の定住促

進に少しでもつなげていきたいと考えております。 

 利根町の成人式は，毎年，参加率が80％を超える参加者がありまして，人気のあるイベ

ントとなっております。実行委員会を充実させ，若者にとって魅力ある式典にし，町を再

認識していただくことを念頭に置きたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 今，教育長からお答えいただいた今後の成人式のあり方について，

大いに期待を持っていきたいと思います。 

 今，成人式のお答えの中で，若者の意見を聞いていきたいという部分があったかと思う

のですけれども，先ほど関連いたしまして町長のお答えの中で，せっかく成人式でアンケ

ートを行ったにもかかわらず，たった４名の回答しかなかったというお答えをいただきま

したが，すみません，この，これしか回答がなかった，その要因は何だとお考えでしょう

か。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） それではお答えいたします。 

 成人式ですけれども，高校を卒業して２年ぶりに会うと。そうしますと，同窓会のよう

にわいわいがやがや，やあ久しぶりだねという会話が弾みます。そのような中でアンケー

トってやっても，なかなか相手にしてもらえないというのが実際あります。 

 この４件のアンケートにつきましても，実行委員の方々にお願いをしてやってもらった

という経緯がございます。そのようなもので４件ということでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） つまり，若い人たちは，子供のころからここで育ってきて，高校

生まで一緒の子もいれば，その後もこの町に住む子もいれば，てんでんばらばらになって

いく子が多いと思うのですけれども，その子たちが一堂に会することでとても高揚もする

でしょうし，楽しくもなるだろうし，いろいろな思いが膨らむときだと思います。これは
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利根町に対する愛着を植えつける大きなチャンスだと思います。ぜひここの部分をアンケ

ートが返ってこなかったことは残念かもしれませんが，成人式の持つ意味というのが大変

よくわかったのではないかと思います。ぜひともこの成人式を通し，何らかの形で若者に

さらに，さらに利根町の魅力をアピールしていただきたいと思います。 

 それでは，次の質問に移らせていただきます。３番目として奨学金の返済支援に対する

お考えをお尋ねしたいと思います。 

 経済的などの理由から進学が難しい学生が利用する奨学金制度，新たに返済不要の給付

型奨学金の創設，また将来に向けての拡充など，政府で検討されてはいるものの，現段階

では返済が必要な貸与型の奨学金を利用している学生がほとんどではないかと思います。 

 現在，日本では大学生の約半数が奨学金を借りています。利用者は卒業後，貸与総額や

返済期間に応じて一定額を毎月返済していく必要があります。日本学生支援機構によれば，

2014年度に同機構の奨学金を借りている大学生は全体の38.7％に上り，利用者は増加傾向

にあることを明らかにしています。また，同機構の調査によると，奨学金返済の滞納者の

うち，男性の44％，女性の75.2％が年収200万円未満，大学卒業後に就職しても低収入な

どの事情から返済の負担が重く，３カ月以上返済が滞納している人は約17万人に上ります。

奨学金を返済したくとも返済できない実態が浮き彫りにされ，行政の支援が急がれている

ように感じています。 

 こうした事情を背景に，同機構広報課では，地域の人材確保策として奨学金の返済支援

に乗り出す自治体は近年ふえているとの見解を示しています。利根町の多くの若者が進学

や就職をすると出ていってしまうことが，町の人口減少の大きな原因にもなっていると感

じています。首都40キロ圏内である利根町から通学，通勤をし，利根町に住み続ける魅力

を少しでもこの地で育った子供たちにアピールしたい思いは募ります。一定の条件のもと

で町が奨学金の返済を支援できるようになれば，学ぼうとする意欲を高め，町への定着に

もつながるのではないかと考えます。奨学金の返済支援に対する町のお考えをお伺いいた

します。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは，奨学金の返済支援に対する町の考えはというご質問で

ございますが，町が返済支援を行ったとしても，奨学金に対する返済支援が定住につなが

る施策であるとは考えにくく，さらに，奨学金を利用していない方や，就職される方々と

の公平性を考えた場合，公平性を確保できるとは考えにくいことから，現時点での奨学金

に対する支援措置は考えておりません。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 現時点では考えておりませんときっぱり言われてしまいましたの

で，現時点での質問はこれで終わりにさせていただきます。 

 ただ，私も全国いろいろなところの対応を調査いたしましたところ，実際にこの奨学金
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の返済支援に乗り出している自治体は多々ありますし，ふえている傾向もあります。また，

地域によっては専門職に特化して取り組んでいるところもあります。 

 東京などは待機児童の大きな課題を抱えているので，保育士などに特化したり，また，

看護師などに特化したりという形で奨学金支援制度を設けているところもあります。 

 必ずしもこれが直接的に，すぐに特効薬のように利根町の若者をつなぎとめておく施策

になるかと言ったら，確かに疑問は残るかもしれません。しかしながら，全国ではいろい

ろな形で我が地域に若者を残そう，そのために使えるお金を費用対効果，また将来性も考

えながら対応しているのが現実だと思います。 

 ちょっと考えていませんとスパッと切られたことは，気持ち的にとても寂しい気はしま

すが，現時点ではと付け加えていただきましたので，これから私ももっと精進をし，いろ

いろなことを調査・研究して町政につなげていきたいと思いますので，この奨学金返済支

援に関しては，これで終わりたいと思います。 

 それでは次の質問に移らせていただきます。若者の定住促進対策について，２年前まで

を含めていろいろお尋ねしてまいりましたが，最後の質問になります。若者の移住・定住

を人口減少に歯どめをかけるための戦略の柱として，利根町まち・ひと・しごと創生総合

戦略からは具体的な取り組みや方向性が見えにくいと感じます。町としてはどのようなお

考えをお持ちになり，この利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱に若者の移住・定

住を入れているのか，お尋ねしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 若者の移住・定住に対し，町としての考え方というご質問でござ

いますが，町は若者の移住・定住の促進について，総合戦略の中でも重要な施策の一つと

位置づけており，人口減少が進む中，特に，子育て世代を含めた若い世代の方々にとって，

利根町に住みたいと実感できるようなまちづくりを進めているところでございます。 

 きのうの石井議員のご質問にもお答えいたしましたが，ことし８月に開催された利根町

民納涼花火大会において「ゆかたｄｅ撮影会」を実施したところ，予想を超える数の元気

な若者たちが浴衣で参加してくれまして，たくさんの輝く笑顔に出会うことができました。

このような「町民の元気」こそ，町の活性化に必要な資源だと捉えているところでござい

ます。 

 そこで，平成29年度から「利根町元気プロジェクト！」を始動し，子供や若者たちのや

る気と元気を発掘したいと考えているところでございます。 

 これらの活動をフェイスブックやツイッターなどの町公式ＳＮＳで発信するほか，

YouTubeで動画配信を行うなど，若い世代への情報を発信することで，利根町のイベント

に興味を持っていただければと考えております。 

 期待される効果といたしましては，プロジェクトに参加した方には，「利根町って楽し

い」というような感情が心に刻まれ，それが利根町に住み続けたいという気持ちに変わっ
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ていくのではないかと考えているところでございます。 

 また，これらをＳＮＳ等を介して見る方にとっては，利根町の元気という魅力を感じて

いただければ，今後，子育て世代を含めた若者の移住・定住につながるものとも考えてお

ります。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 今，町として若者に移住・定住のために取り組み，考えているの

は，これだけですか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 船川議員もご存じのとおり，空き家バンク事業もその一環ですし，

子育て環境，子育て支援，第２子に対して50万円，第３子に対して100万円もそうですし，

また，子供のいる家族が町外などから来た場合は10万円，半端はありますけれども，そう

いうもろもろのことは既にやっておりますので，そういうものも含めてこれからそれにプ

ラスアルファして，今回このプロジェクトを立ち上げたということでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） ちょっと担当課長にお尋ねしたいと思いますが，再三申し上げて

おりますように，今，町で行っていただいている子育て支援は，義務教育のお子さんをお

持ちの親御さんに対する支援が主な印象があります。今回上程された議案で高校生まで医

療費拡充が，これが議会で可決されれば実現の運びになるかと思いますが，私がお聞きし

たいのは，まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で若者の移住・定住を柱とされているわ

けですから，それには若者たち本人の意思があると思います。そういう意味では，さっき

の教育長からいただいたお答えの成人式の取り組みは大変有効であると思います。それか

ら，花火大会のゆかた祭りなども，本当に楽しいイベントだと思います。この元気プロジ

ェクトも，どんな形でやっていくのか，その形態も見えませんし，まだこれからつくって

いく段階なのではないかと思いますので構想中だと思います。 

 それらを含めて，若者本人が定住・移住するため，移住はまた別の視点になりますけれ

ども，若者が定住するための魅力を実感として感じられる，そういったことは，何かお考

えになっているのでしょうか。それとも，これがその実感につながる内容の事業なのだと

いうことと理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） それでは，元気プロジェクトのお話をしたいと思います。 

 昨年度，利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定したところでございますが，総

合戦略の基本目標４で「住むなら“ＴＯＮＥ”プロジェクト」というのがございます。こ

れを推進するための大きなくくりの事業として，シティプロモーション事業をことしの４

月から係を設けております。それと利根を楽しんでもらうコンテンツの拡充，これは町で

やっている既存のイベント等でございまして，利根町元気プロジェクトでは，これらを推
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進するために，より具体的な事業ということで新規事業でございます。 

 元気プロジェクトの発想でございますが，よく利根町で耳にするのは，利根町には何も

ないという言葉がございます。ことしに入って，シティプロモーションなどの研修会に参

加する機会もありまして，いろいろと話を伺うと，まず，シティプロモーションというも

のは，ただあるものを発信するだけではだめですよと，何かテーマを決めてインパクトの

あるものにしなければ，なかなかうまく機能しないと言われております。 

 そこで，利根町には何もない，ならつくればいいという発想を考えました。 

 では何をということになりますが，現在，特に若い世代に対する施策が手薄いというこ

とで，そこに着目しまして，若い世代が集まる場をつくることにより，元気を生み出そう

と考えました。 

 若者の元気は町全体の活力にもつながり，利根町に愛着を持っていただける一つのツー

ルだと考えております。このプロジェクトの先には，利根町に住み続けたい，利根町が大

好きという思いを育むことにより，若者の心に刻もうというものでございます。 

 具体的にはまだ議員おっしゃるように構想段階ですので，企画はまだ変わっていくかと

思いますが，一つ考えているのが映画であるとか，体育，歴史，グルメなど，さまざまな

ジャンルですね，これに若者が集まる部活のようなイメージで，余り難しくない簡単なイ

ベントを企画しまして，そこに若者を集めていくというところから始まりたいと思ってお

ります。 

 次に，集まった人たちがみずから楽しいと思えることを企画，実行していって，年に１

回ではなく，複数回できるようなものにしていきたいと考えております。 

 また，これをうまく実施していくためには，行政だけの力ではなかなか難しいと思って

おります。知識人であるとか，コミュニケーションイベントに精通した方々のコーディネ

ート，これが必要になってくるかと思います。コーディネーターを配置して，最終的には

利根町元気塾というものを確立していきたいと考えております。 

 町内外からの若者が集まれば，そこには出会いの場ということも考えられます。若者を

中心として町が元気になること，そして出会いの場が広がるという好循環が生まれれば，

町全体の活性化が図れるとともに，人口減少の緩和にもつながるものと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 今，課長からご説明いただいた，あらあら理解はいたしました。

ある意味，それが進んでいくと，これは町としてのコンセプトにも影響していく内容では

ないかと思います。 

 今，町は東京のベッドタウンとして発展を，基幹産業は農業ですけれども，現実はそこ

で発展をしてきた部分が大きいかと思います。その延長の中で，やっぱり首都圏の通勤者

というのはまだ残っていますし，それがこれからの若者の視野に入っている現実もあると

思います。今の課長の構想をお伺いすると，どこを視点にこの町全体として発展させてい
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くのかというところまで，ちょっと私自身はイマジネーションしたところがあります。 

 いずれにしても，今おっしゃったような形で町の方向を進めていくというお考えである

ならば，いろいろなこういった形の実益なんですけれども，今まで申し上げてきたことは

一つ一つ実益で，お金もそうなんですけど，こういう形でやれば町に若者が残ってくれる

んじゃないかというのが奨学金であったり，通学助成金であったりとか現実的なことを私

は申し上げてきて，今後も全国の取り組み自治体の調査・研究を続けていこうとは考えて

いるんですけれども，町としては，そういうことではなくて，今いる子供たちを集める，

そしてイベントを行う，そこに協働のまちづくり的な感覚で利根町を，何と言うんですか，

発展させていく，そういうお考えのもとにスタートすると理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） お金を給付するであるとか，そういう現実的なところも

あるかと思います。それは各時代とともに，その支援が必要な方であるとか，そういう方

に対しては必要かなと思います。ただ，若者に対しては，そういった面よりは精神的な面，

要するに心の面に訴えていきたいなと思っています。 

 町としても，人づくりをすることによっていろいろな相乗効果が出て，それが計り知れ

ない力になると思っております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） まだ準備段階ということで，とても漠然としてよくわからない部

分もありますけれども，成功することを期待させていただきたいと思います。それと並行

して，私も頑張って調査・研究も続けていきたいと思います。 

 それでは，次の質問に移らせていただきます。聴覚障害者等の支援についてお伺いいた

します。 

 本年４月１日，障害者差別解消法が施行され，障害を理由に差別的取り扱いや権利侵害

をしてはいけない。社会的障壁を取り除くための合理的配慮をすること，国は差別や権利

侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取り組みを行わなければならないことを

定め，不当な差別的取り扱いを禁止し，合理的配慮の提供を求めています。 

 聞こえの不自由な人を聴覚障害者と言いますが，聴覚障害の原因や種類，聞こえの程度

などがさまざまなため，分類し定義することは非常に難しいと考えられています。補聴器

などの装用によってある程度聞こえる方でも，周囲に雑音がある場所や，コンクリート壁

面のような反響の多い場所などでは，会話が聞こえにくくなります。そのために放送や呼

びかけに気づけず，うまくコミュニケーションがとれないなど，不便さを感じることがあ

るのではないかと思います。 

 また，加齢などにより補聴器を利用されていても，役場窓口などに相談に来られたとき，

聞こえにくさに伴い，相談者の声や応対者の声が自然と大きくなり，周りに相談内容が知

られることを懸念されている方の声も聞こえてきます。 
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 聞こえの不十分な方がスムーズなコミュニケーションをとれるようにするために，補聴

器の聞こえをよくする補聴援助システムとして磁気ループがあります。これには携帯も可

能な軽量型で補助受話器が装着されているコンパクトタイプのものもあります。それは加

齢などで聞きづらくなった方にも，マイクを通して話すと，補助受話器を耳に当てている

方に声の音量を上げて使えることができる便利な仕組みとなっています。 

 この磁気ループは，聞こえに困難さを感じている方に向け，大きな合理的配慮の提供に

つながるのではないかと考えます。全国的に導入する自治体が広がりを見せていますが，

茨城県内でも土浦市が議場傍聴席や研修室，会議室などに，取手市が障害福祉課の窓口初

め各出先機関窓口に，守谷市では福祉課窓口設置プラス日常生活用具の給付という形で導

入しています。お隣の龍ケ崎市にも設置され，稲敷市，河内町では検討され始めたと聞い

ています。 

 実際に補助受話器が装着されているタイプのものが設置されている龍ケ崎市，取手市，

守谷市の福祉課などの窓口へ行き，使用させていただきました。ささやき程度の声でも大

変よく聞こえ，加速する高齢化の中，将来多くの方に喜ばれるサービスの提供につながる

のではないかと感じました。では，聴覚障害者支援に対する次の２点についてお聞きした

いと思います。 

 １点目は，町における聴覚障害をお持ちの方及び難聴の方を含め，支援の現状について，

支援される側，する側，それぞれの内容をお伺いいたします。 

 ２点目は，磁気ループ導入に対する町のお考えをお伺いしたいと思います。 

 これら２点を一括して質問いたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 聴覚障害者等の支援につきまして，初めに支援される側，支援する側，それぞれの現状

についてということでございますが，支援される側の対象者でございますが，聴覚障害に

よる身体障害者手帳を取得している方，または聴覚障害による難病の受給者証を有してい

る方が支援の対象となります。 

 支援する側となる町の支援の現状につきましては，補装具給付費を利用しての補聴器の

購入と修理に係る補助，または日常生活用具給付費を利用しての聴覚障害者用屋内信号装

置などの購入に対する補助を行っております。 

 また，身体障害者手帳を取得できない軽度，中等度の難聴児に対しましては，支給要件

を満たしていれば補聴器の購入や修理の補助を行っております。 

 そのほかの支援としましては，医療機関に受診する場合など，手話通訳や要約筆記を必

要とする方に対しましては，無償で手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業も実施してお

ります。 

 それと２点目の磁気ループの導入についてということでございますけれども，磁気ルー
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プは，難聴者の聞こえを支援する設備で，補聴器を利用している方や難聴の方を補助する

システムでございます。 

 このシステムは，今後，高齢化が進む中，難聴者の増加も予想されることから，環境整

備の一つの手段として考えられるところでもございます。 

 磁気ループ導入につきましては，現状を調査し検討してまいりたいと考えております。 

 先ほど船川議員ご指摘の取手市，守谷市，龍ケ崎市，牛久市，河内町，稲敷市は検討中

ということでございますけれども，１台当たり，あるメーカーのもので大体どこもこのメ

ーカーを使っているみたいですけれども，１台当たり２万6,719円ということで，窓口に

置いて，そういう方のプラスになればとは思いますけれども，ある市では，平成25年度に

設置して今まで一度も使っていないという窓口もありますので，そこらも詳細に検討して

いかなければならないかとは思っております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 検討していただけるということで，よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 今まで一度も使っていないというのは，多分テレホンコードのことじゃないか，テレホ

ンスイッチのことではないかと思います。先ほど申し上げた補助受話器が装着されている

タイプのもので，この磁気ループというのはＴスイッチを入れて利用するものなんですけ

れども，そのＴスイッチを入れることが一度もなかったということで，補助受話器は利用

されているのではないかと思いますが，担当課長，どうでしょうか。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えします。 

 ちょっとその辺の確認は今のところとれていないので，これからその辺を調査していき

たいと思います。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは，よろしくお願いしたいと思います。 

 時間もあと少しなので，最後に，現在，聞こえに課題を持っている方への役場の窓口対

応なんですけれども，これはどのように合理的配慮を提供されているのかお尋ねしたいと

思います。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それでは，お答えいたします。 

 窓口に来てちょっと聞こえが悪いというお客様に対しましては，そのお客様の状態にあ

わせて大きな声で理解を求めたり，また，筆談で対応される場合もございます。福祉課と

いたしましても，なるべくわかりやすいような対応をとってまいりたいと思っております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 今，課長がおっしゃったように，声が大きくなるという現実があ
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るかと思います。一番懸念されるのは，聞こえに困難さを伴う方は自然と自分の声が大き

くなり，また，それにあわせて会話する相手方も大きくなっていく傾向が感じられます。

となると，内容によっては周りに聞こえてしまったりとかという配慮をすることが望まし

い場合もあるかと思いますので，そういったことも踏まえまして，ぜひこの補助受話器装

着の磁気ループの検討をお願いしたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 私の質問は以上で終わらせていただきます。 

○議長（井原正光君） 船川京子議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時０７分休憩 

                                         

午後３時２０分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ６番通告者，10番若泉昌寿議員。 

〔10番若泉昌寿君登壇〕 

○１０番（若泉昌寿君） 皆さんこんにちは。６番通告，若泉でございます。今回はいじ

めの問題につきまして，さらには産業廃棄物について，２点を質問させていただきます。 

 まず，第１点目でございますが，いじめはいつでも本当にありますね。大人のいじめ，

子供のいじめ，今回は特に小学校，中学校のいじめに対して質問させていただきますので，

よろしくお願い申し上げます。 

 2015年度，茨城県内での認知したいじめは，小学校で前年度よりも1,880件の増で全体

では4,853件がありました。中学校でも408件増の全体では2,064件と大幅に増加いたしま

した。この数字は，実際にいじめがふえたということではないのですが，毎年このくらい

の数字はあるんです。あるんですが，今回，積極的に，積極的に調査をいたしましたので，

これだけの数字が把握したということでございますので，これに対しまして，そこで2015

年度の町内小学校，中学校で認知した件数，これは利根町ですが，下記の件についてお願

いいたします。 

 認知した件数，町内小学校，中学校をよろしくお願いしたいと思います。 

 あとは自席で行います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員の質問に対する答弁を求めます。 

 杉山教育長。 

〔教育長杉山英彦君登壇〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは，若泉議員のご質問にお答えいたします。 

 いじめを認知した件数でございますが，平成27年度は利根町の小学校で17件，中学校で

11件です。主な内容としましては，冷やかしやからかいなどでございますが，平成26年度

の認知件数は小学校が８件，中学校が１件でした。 
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 ちなみに，先ほども出ましたけれども，茨城県全体での平成27年度のいじめの認知件数

は小学校が4,853件，中学校が2,064件であり，いじめの態様ですが，冷やかしやからかい

が最も多く4,290件と報告されております。 

 このいじめの認知件数についてですが，近年増加傾向にあるということで，これは，い

じめを認知とする解釈が教職員に浸透してきたことが要因と考えられます。今まで，軽微

な冷やかしやからかいについては，いじめとして認知していないケースがありました。し

かし現在は，被害者がいじめと訴えた場合は，全ていじめと認知し，対応していくという

現状にあります。このような背景もあり，いじめの認知件数が増加したと考えられます。 

 あとは自席で。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） ただいま教育長のほうから報告がありましたとおり，小学校で

17件，中学校で11件ということでございますが，このいじめというのは，いじめる側，そ

れから，いじめられる側，いじめられる側はいじめに遭っているんだよとそういうふうに

思っている方もいます。しかし，その逆にいじめている側のほうから見ると，僕はいじめ

ていないよ，僕はちょっと言っただけだよと，その差があると思うのです。でも，いじめ

ているほうは，心の悩みとか痛みはないわけです。ただ，いじめられているほうは，自分

がいじめられたという認識を持っていますので，結局それが尾を引いて，しまいには学校

を拒否したり何かして，そういうふうに発展していくと思うのです。 

 ですから，いじめというのはすごく見極めが難しいと思いますけれども，いずれにして

もいじめというものはなくならないですね。ですから，利根町ではこういうことはありま

せんけれども，自殺までするという子供まで出ますから，ですからそのようにならないよ

うに何とか，利根町からいじめというものが絶対になくなるということはないと思います

けれども，これからもしっかりとやっていかなくちゃならないのかなと思います。 

 これはこれで数字がわかりましたので，次の２番目のほうに行きたいと思います。今ま

でより積極的に調査したことと思いますが，どのように内容を調査したのか，それを伺っ

ていきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今までより積極的に調査はいろいろな部分でしております。本

当に先ほども言いましたように，些細なことでもいじめにつながる，そしてそれを発見し

て早期対応をしていかないと，だんだん傷が深くなっていきますので，その調査の方法で

ございますが，一つには，通常これはそれぞれの小学校，中学校で行っておるアンケート

調査，学期に１回の割合で児童生徒を対象に行っております。町内の小中学校では年間３

回の調査を行っており，これは学校だより等において，その実情的な部分は出していない

と思いますが，数字的な部分は公表しております。 

 また，多い学校では年間１学期，２学期あたりは２回ぐらいずつ，その状況に応じてア
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ンケート調査を行っている学校もございます。 

 ただ，そのアンケートだけではなかなか実質が見えてこない部分がございますので，そ

のほかの部分で教育相談，三者面談，スクールカウンセラーとの面談によって把握される

場合もございます。ときに児童生徒，保護者からの直接的な訴え，うちの子ちょっとおか

しいんですけどと学校に連絡があったりとかってありますよね，そういう訴えもございま

す。さらに，児童生徒の授業の様子，何かきょうこの子おかしいな，元気がないなという

授業を見ている中でのいじめを把握する場合もございます。それから，休み時間，放課後，

部活動などの様子を見ている中で，教職員がいじめを発見する場合もございます。 

 今までより積極的に調査ということは，些細な事案でもいじめを認知し対応しているこ

とで件数がふえているということでございますが，ただ，今言った以外に休み時間，先生

がいないところ，それから，放課後，部活動のところで先生の見ていないところで何か起

こるいじめについては，なかなか掌握仕切れない部分がございます。 

 最近，一番厄介なのが，携帯やスマホにおけるメールとか，そういう誹謗中傷するよう

な中身でございます。これは本当に当事者同士でないとわからない部分がございます。そ

ういう情報化社会の中でのひずみと言いますか，そういう部分での一面が最近は多くなっ

ている傾向がございます。 

 いじめはあってはならない行為だと認識しておりますので，いじめを認知した場合には，

事実確認を行い，すぐに対応するように努めております。 

 また，いじめについては，未然に防止をする，いじめが起こらないようにするために，

それぞれの学校において集会やフォーラム等を行い，計画的にいじめ防止について行って

いるという取り組みを進んでやっております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今，いろいろ教育長からご意見を聞きましたけれども，一つこ

こで伺いたいんですが，教育長は家庭環境というのはどのように考えていますか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 質問が一つ先に行ったようですが，家庭環境についてではなく

と言うよりも，家庭環境に限らず，いろいろな要因があると思います。ちょっとした一言

でいじめにつながる部分がございます。そういう部分では，友達同士で，子供ですから，

さまざまな影響が，事柄があると思いますけれども，何気ない一言が相手を傷つけてしま

う，そういう部分でいじめに発展するというか，いじめだと認識される場合がございます。 

 非常にそのようなことを言われた子供たちの気持ちを思うと，胸が本当に痛む思いでご

ざいます。 

 子供はその場で思ったことを口にしてしまうことがありますので，そのようなことがな

いよう，道徳教育を含め，心の耕しを図っていく，そのような取り組みを各学校にお願い

しているところです。 
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○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今，私，家庭環境ということを聞きましたけれども，いじめら

れる子というのは，どちらかと言うとおとなしいですよね。いじめるほうは，どちらかと

言うと親分肌というか，そのような傾向があると思うのです。ですから，家庭環境にも大

分いじめにつながることが左右されるのかなと思います。 

 例えばの話，自分の子供が保育園，それから，小学校，その辺までは親子の間では常に

会話とか何かはやっていると思うのです。これが小学生を過ぎて中学生あたりになってく

ると，どうしても親と話をする機会というのがなくなってくる。そうすると，親から見て，

自分の子供の考え方というのが少しわからなくなってくると，そういう傾向もあると思う

のです。 

 子供も親と余り話をしないですから，例えばの話，いじめに本人は遭っていると自覚し

ていても，親になかなか言わない。先生にも言わない。ですから，自分がいじめに遭って

いるんだなと感じたら，先生とか親とかにすぐ話をすれば，それはそこですぐとまるかも

しれませんけれども，なかなかそのときに言えない，どうしてもおとなしい子とか，そう

いう子は言えないんです。そうしますと，いじめる側は，いじめるのがおもしろいという

か，楽しいというか，結局，ちょっとこの子に対していじめますよね。そうしますと逆に

突っかかっていかない，いじめられっ放し，それがいじめるほうは楽しいと，楽しいとい

うのはちょっと語弊がありますけど，いじめ甲斐があると，そういうのがだんだん尾を引

いてしまうのかと思うのです。 

 ですから，いじめられた子が，「何言っているの」って突っかかっていくような元気の

ある子だったら，わりかしその子はいじめられない。１回はそれをやられるかもしれない。

そういうおとなしさがあるから余計そうなんじゃないかなと，私はそのように思っている

んです。 

 ですから，いじめを防ぐのには，まず先ほど教育長が言っていましたけれども，常にア

ンケートをとったり，それから，ＰＴＡ等とそういう話をしたり，そういうものを常に回

数が１回とか２回とか３回でなくて，常に持っていくようにしないと，それで先生と保護

者の間もいじめに関して機会ある，例えば授業参観日とか，そのほか，保護者が学校へ来

るときの機会がいろいろありますよね。そのときもいじめに関して，現状はこうなんです

よ，例えば利根中なら利根中，その保護者に対しても現状いじめに関してはこうなんです

よと，実際あったことをはっきり言ってあげたほうがいいと思います。保護者に対して，

隠さないでそのように言ってあげたほうが，私はいいのかなと思いますけれども，そうい

う考えは，なかなか学校側から正直に保護者の方に，今のところ何件ありますとか，それ

は言いづらいかもしれないけれども，私はそれは保護者に対して言ってあげたほうがいい

と思いますが，教育長としてはどう思いますか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 
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○教育長（杉山英彦君） 今，議員がおっしゃるとおりです。いじめについては，いろい

ろなケースがあるかなと思います。一概にこうだという結論は出せないんですけれども，

集団で生活をしておりますから，自分はいいと思っても相手がそう思わない部分もござい

ます。まして，いじめられる側もやり返せばいいやとか，我々の大人の考えで思う部分は

ありますけれども，友達の中でルールがありまして，なかなかそれが改善できない部分も

ございます。 

 そして中学校あたりになると友達関係が強いので，親にも先生にもそういう悩みを相談

できない。そういう状況もあると思います。ですから，先ほどおっしゃられたとおり，ア

ンケート以外にもいろいろな場面でそういう状況を十分に把握して，すぐに対応していく

ように進めていかなければならないと思います。 

 本当にいじめはあってはならないことであって，もしそういう行為やそういう状況を把

握した場合にはすぐに対応すると，学校側から働きかけていきたいなと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 現状で保護者，例えばＰＴＡ懇談会とか何か年に１回あります

よね。そのほかにもあると思いますけれども，そのときは保護者の方がいっぱい来ている

わけですから，その中でいじめのお話とかが学校側からとか，そういうことは今現在やっ

ているんですか。それとも，それは全然やっていないんですか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） そういう緊急事案といいますか，学級懇談の場で情報提供です

けれども，誰々さんがちょっとおかしいんじゃないか，元気がないんじゃないかというと

ころで，そういう保護者会の中での話し合いとかも持たれますし，先ほど言いましたよう

に個人面談等で親御さんと学校の先生方が話し合う中での対応とか，そういうのもござい

ます。 

 何度も言うようですけれども，いろいろなお子さん，いろいろな家庭環境，いろいろな

地域の実情もございますので，本当にいじめを改善する，対応していくというのは非常に

難しいかなと思うのですが，一つ一つその事案を細かく見ていきながら対応させていただ

くというのが現状かなと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） どういう策をとっても，いじめというのはなくならないかもし

れませんけれども，やはり親とすれば，自分の子供がいじめに遭っているとか，いじめて

いるというのは，これはなかなかわからないもので，親とすればいじめに遭っても困りま

すから，ですから，そういうところは親もしっかりしなければいけません。 

 古い話，私，高校のときに一度ＰＴＡ会長をやったことがあるんですよ。そのときに入

学式をやりました。その後，ＰＴＡの総会とかそういうのをやりましたけれども，私，会

長やったもので，そのときはっきり言いました。今回はこの何百人入学しましたけれども，
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この中では必ず学校に来なくなる子がいるんですよ。それは保護者の前ですからね，生徒

はいませんからね，ですから皆さん十二分に，自分の子供なんですからよく毎日注意して，

それで元気に学校に来られるようにぜひともお願いしますと，そういうこと私言ったこと

あるんですよ。 

 そんなこと言うということがちょっと私は躊躇したんですが，でも言いました。いずれ

にしても，親にしてみれば遭わないのが一番いいわけですから，子供も結局いじめに遭わ

ないのがいい。ただ，どうしてもいじめる側とすると，なかなかこれは何ともできないん

ですが，そこで今回，このいじめに関しては教育長に聞くのが一番いいのですが，あえて

私，町長はいじめに関してどのように思っているのかちょっと通告しましたので，町長の

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 いじめについてということでございますけれども，結論から先に申し上げますと，いじ

めは絶対にあってはならないことだと考えております。しかしながら，現状を見ますと，

利根町においてもいじめが発生しているというのが現状でございます。 

 いじめはどの学校にも，どの児童生徒にも起こり得ることと認識しております。学校現

場の先生方には，いじめがない安全で安心な学校生活が送れるよう日々対応をお願いして

いるところでございます。 

 そのためにも，未然防止やいじめの早期発見，早期対応が重要であることから，各小中

学校においては，校長のリーダーシップのもと，迅速に，的確にそして組織的に取り組む

ようお願いをしているところでもございます。 

 また，町といたしましては，平成26年７月に利根町いじめ防止基本方針を策定し，これ

を受けて各学校でも，いじめ防止基本方針を策定し取り組んでいただいているということ

でございます。 

 冒頭でも述べましたように，いじめについてはあってはならないことであり，先ほどか

ら教育長の答弁の中にありますように，いじめが発生した場合は，迅速に誠意を持って対

応していくという考えであります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 町長もいじめがあっては絶対にならないと，確かにそうですね。

町長もいじめに関しては，しっかりと心構えをしてやってくれるとは思いますけれども，

一つお聞きしたいんですが，町長，これまで例えば生徒とかの集まりというか，そういう

ときにいじめに関しての話とか，そういうことはしたことはありますか。どうですか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 うちの孫も同居しているんですけれども，学校等であった話，まだ２年生と４年生なの
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でいろいろ話をしてくれるんですけれども，いじめとまではいかないですけれども，その

ような話は聞くことはあります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 私が町長に伺ったのは，お孫さんの家庭内の話じゃなくて，町

長として，町の長として生徒の集まり，例えばそういうときに機会があるじゃないですか，

そのときに長として，いじめはだめなんだよと，そういうお話をしたことはありますかと，

それを聞いたんです，内輪の話でなく。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） いじめということで話を，ＰＴＡの会の皆さんと話したことはご

ざいません。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） ぜひとも，利根町の長ですから，教育長，学校関係にばかり任

せないで町長もみずから，いじめがあってはいけないですから，そのように努力していた

だくようによろしくお願いしたいと思います。 

 それで次の質問ですが，教育委員会は毎月１回会合を開いていますよね。毎月開いてい

ないですか，開いていますよね。それで当然毎月開いている会合の中ではいろいろなもの

が，相談しなきゃいけないもの，それは重点的にやるんでしょうが，いじめに関してはど

んな感じで，１年に12回あるんですが，その中でそういう話が出ているのか，出ていない

のかちょっとお伺いしたい。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今おっしゃられたとおり，教育委員会定例会は月１回，臨時で

行う場合もございますけれども，その定例会におきまして，本町におけるいじめ防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に，それを進めるということで，現在，委員会の中ではそ

のようないじめに対する重大事態の発生がないので，話は今のところはありません。 

 しかし，審議事項ではないんですけれども，その他の案件等で教育委員方も地域の方々

から，うちの子，学校に行きたくないんだとか，いじめに関するお話を伺って，その他の

案件の中でそれぞれの委員の意見を聞いたりとか，教育委員会の対応等については話し合

いが，具体的にこうだった，ああだったといういじめの内容についてのことについては，

ちょっと差し控えさせていただきたいなと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 委員会の中では，先ほど冒頭に言いましたように，小学生で17

件，中学校11件のいじめと思うことが実際にあったわけですよね。そうしますと，この町

内にいじめはあるわけです。そのいじめがあるということは，たしかなんですけれども，

それは委員会の方には，こういういじめがあったとかないとか，ケースとか何か，そうい

う報告とか，そういうのは受けてはいないんですか。 
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○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） アンケートの調査結果等で件数は，先ほど言いましたとおりな

んですが，具体的内容については，重大事項につきましては，学校でこういうことがあり

ましたということで，こういう対応をしましてという報告はあります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） ということは，いじめの内容の報告はあります。ですから，委

員会の皆さんはそれは承知しているんですよね。それに対して，じゃあいじめを何とかな

くなるように，こうしたほうがいい，ああしたほうがいいとか，教育委員会としての考え

方とか，そういう話し合いは持っていないということですか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 先ほど言いましたように，報告があった時点で学校側の対応と

いうのをしていただいておりますので，こうこういじめがあったのでこういう対応をして

解決しましたという結果報告はいただいております。 

 もちろん今おっしゃられたように，事案が継続していたりする場合は，じゃあこういう

ふうにやったらいいんじゃないのとか，そういう指導的立場を含めてアドバイス的なこと

は，学校側にも連絡をさせていただいております。ただ，教育委員会の中でそういう事案

があってという話し合いは，今までは持っていないという状況です。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今，学校側から教育委員会のほうへ，こういういじめがありま

したよと，その報告がありました。解決しましたのでと，今，教育長は言いましたよね。

解決しましたのでということは，いじめ全てが解決したわけではないでしょう，まだもや

もやとして残っているわけでしょうよ。ですから，それは解決ではないですよね。解決し

た案件もありますね，事件も，そういうのもあります。ただ全てが解決したわけではない

でしょう。 

 そういうことに関して，教育委員会としては何とかいじめを，学校側から報告があった

にしろ，教育委員会として，このようにこのいじめは考えてあげたほうがいいとか，今後

もいじめが出ないように検討して考えましょうとか，そういうことを私は伺ったんですが。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） おっしゃるとおりなんですけど，現在進行形のいじめがあった

場合は，いろいろな関係機関と協力をとって，学校だけに任せておくのではなくて，教育

委員会として教育相談とかスクールカウンセラーとか，そういう専門機関の方々のアドバ

イスを学校側に投入するとか，そういう話を持ちながら委員会として学校側をバックアッ

プしていく。 

 定例の教育委員会の中でそういう話があったかというお話ですが，教育委員会のその他

の案件で，それはスクールカウンセラーの先生に話をしたらどうだとか，そういう話し合



- 104 - 

 

いはします。そこから学校側にいい方策といいますか，対応の仕方について指導していく

なりアドバイスをしていくという今の現状，流れでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） あともう一つお聞きしたいんですが，各学校の校長会というの

がありますよね。校長会の中ではいじめに関してはどのような会議というか，話し合いと

いうか，そういうのは持っていますか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 校長会も月１回定例会を行っております。もちろん臨時の校長

会とかもございますけれども，町内の四つしかない小中学校ですから，それぞれの学校で

の問題点，これはいじめにかかわらずいろいろな情報交換の中で，うちの学校ではこんな

ことがあるんだという事案を出していただいて，それについてそれぞれの校長先生方の見

識のもと，話し合いを持って，じゃあこういう取り組みをやってみようとか，もちろんそ

の中には教育長も入りますし，学校教育課も入りますので，そういういろいろなアドバイ

スをしながら対応をしております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） それで前に戻るような話で申しわけないんですが，今，いじめ

に一応遭っている，見なされているというケースの報告がありましたよね。それで登校を

拒否している子は，今現在いるんですか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） いじめによる不登校はございません。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） いずれにしましても，いじめというものは本当に学校側にした

ら大きな問題でございまして，これをゼロにするということはなかなか難しいと思います。

しかしながら，いじめというのはやっている子も悲惨になるし，また，やられている子は

本当に大変なことですので，何とか学校を初め，教育委員会，教育長，それから，地域住

民も努力してやっていかないとなかなか少なくならないのかなと思いますので，ぜひとも

これからも手を抜かないで，何とか少しでも少なくなるようにお願いしたいと思います。 

 いじめに関してはこれで終わりたいと思います。 

 それでは，２問目の産業廃棄物についてお伺いします。 

 利根町布川太子堂，ちょっと番地がわからなかったもので，元高橋物流の跡地に産業廃

棄物が搬入されて約２年になります。敷地内の分別作業が平成28年10月31日までの期限と

なっている。これは実際に掲示されているんですよ。だがまだ終わっていないので，この

件に関して町は承知しているのかお伺いします。 

 それで，１番目として発注者，これは有限会社常陽ビルドと常に話し合いはしているの

かどうなのか，お伺いしたいと思います。 
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○議長（井原正光君） ただいま緊急事案が発生したということで，杉山教育長が退席い

たします。 

 若泉議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 有限会社常陽ビルドとは常に話し合いはしているのかということ

でございますが，太子堂の産業廃棄物の件に関しましては，周辺住民の方にはご心配をお

かけしているところでございます。平成27年３月18日に，無許可で産業廃棄物混じりの土

砂が搬入しているのを確認し，産業廃棄物関係の所管であります県南県民センターに通報

しております。 

 その後は，当該業者に対して，県と町で現況復元するように，口頭での注意や撤去指示

書を交付し，さらに県から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条の規定に基づく報告

の提出を指示するなどの行政指導を行ってまいりました。 

 本年４月14日になり，産業廃棄物を搬出するために，当該業者から土砂と産業廃棄物の

分別作業を依頼された業者が打ち合わせに来庁し，４月から10月末までに，産業廃棄物と

土砂に分別した上で撤去するとの報告を受けております。 

 作業開始以降は，５月から７月にかけて作業現場での確認や県南県民センターでの打ち

合わせを通して，分別について指導してきております。 

 ７月14日には，県南県民センターで，県，町，当該業者の三者で打ち合わせ会議を行い，

分別した土砂の産業廃棄物の混合割合を分析した結果を示して，当該業者に対し，さらに

細かく分別するように指導もしております。 

 その後，県南県民センターと当該業者が分別処理に関し話し合いが行われ，11月に入っ

てから県南県民センターより，今後は分別処理をせずに県の許可を受けた最終処分場に搬

入する方向で積極的に検討しているとの連絡をいただいております。 

○議長（井原正光君） ただいま杉山教育長が入場いたしました。 

 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） ということは，分別は終わっているわけですか。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 今の現段階では終わっておりません。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 終わっておりませんという課長の答弁なんですが，あそこに記

載されているのは平成28年10月31日までとなっていますね。ですからまだ期限はあります

けれども，その間，全然何もやっていないような状況なんですが，そのままで置いておく

わけ。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 現状のお話ですけれども，当初，当該業者のほうではあ
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そこのところに山積みになっています産業廃棄物混じりの残土，それを土と産廃に分けて

別々に処理するといったような作業を10月までにやるということをやっておりました。 

 途中で，分けた残土と産業廃棄物の部分の土の部分ですね，そちらのほうの産業廃棄物

の混入率の検査を行いました。その結果ですけれども，混入率が高かったため，せっかく

分けた土なんですけれども，それは持っていけないという状態が続いてございました。 

 県南県民センターのほうで，さらにもっと細かく分類をしてくださいという指示を業者

のほうにしたわけなんですけれども，それをやるのには，今コストがかなりかかるという

ことで，再度違う処分の方法を検討しているということでございます。 

 次の検討の処分方法ですけれども，先ほど町長の答弁の中にもあったんですけれども，

分別をしないで，そのまま県の最終処分場のほうに持っていくということを検討している

と。今そのような状態でございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 利根町，地元とすれば，10月まででなく，一日も早くこれは課

長が言ったように，分別しないで持っていってもらいたい，それが一番いいと思うのです。

またここでさらに分ける，仕分けするとなると，課長が言っていましたけれども，コスト

が高いからなかなかできないよと。ということは向こうの勝手なんだよね。我々地元とい

うか，利根町から見たら，それでは本当から言えば通用しないわけよ。コストが高いから

やらないよとか，そういうことでなくて，ですから，町とすれば分別をあそこでやるんじ

ゃなくて，一気に最終処分場のほうへ持っていっていただけるように，これは言ってもら

わないとしようがないと思うのですが，いつまでもあのまま置いても困る。 

 そもそもあそこに搬入されたというのは，これ一つの許可なく持ってこられた，違反な

んでしょう，その点はどうなんですか。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） あの場所に持ってきたというのは，許可も取っておりま

せんので違法でございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 課長が言うように，許可もなくあそこに搬入されたということ

は，完全なる違反なんですから，町としても強く言える立場だと思うのです。ですから，

あの辺の周りの住民も大変困っています。 

 あそこは浄化センターの通りなんです。ですから，絶えず車が通って，犬を連れて散歩

する方，いろいろ結構通っているんですよ。そこに産業廃棄物というのがどんと置いてあ

るわけですから，それは町としても何とか一日も早くやってもらわないと困るな，私は

常々思っていたんですが，そういう事情で，ただ，コストが高いからだめだとか，そうい

うことでなくて，町長，どうなんでしょうか，もう少し強く言って，そのまま分別はそう

いう状況だったらいいですから，産業廃棄物として処理場のほうに持っていってもらえる
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ような可能性というのは，今現在でどうなんですか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほども申し上げましたとおり，最初は分別するということでご

ざいましたけれども，最終的に三者で協議した結果，県の許可を受けた最終処分場に搬入

する方向で，業者のほうは積極的に検討しているということでございますので，その動向

を今見極めているところでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 三者というのは，県と業者，あと県南，どこなんですか三者，

利根町は入っていないんでしょう。 

○町長（遠山 務君） 県南県民センターというのは県ですから。 

○１０番（若泉昌寿君） ああ，そうか。じゃあ利根町も入っているわけ。 

 利根町もそれで了解したということですか。だって，そういうことになっちゃいますよ。

それでいいですよということなんですか，町長。三者で話し合った結果がそうなったとい

うことは。 

○町長（遠山 務君） 県の許可を受けた最終処分場に分別しないで業者がそっくり持っ

ていくということなので，それで大至急やっていただきたいということです。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） さっきの課長の言うのと違うでしょうよ。 

 「さらに分別して」って，さらに分別して持っていくということなんだけれども，今は

コストが高いからそれができませんよって，そういう話でしょう，課長，違うの。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 最初の分別に関しては，重機でふるってやって，その残

った土のほうを検査したときに，まだ産廃の入っている率が高いということですので，こ

のままでは残土として使えないよというような結果が出ましたので，もっとさらに細かく

ふるって極力産廃が入っていない状態で土のほうは使ってくださいと。ふるいにかけて残

った産業廃棄物のほうは産廃業者のほうにといった流れで行こうかなと思ったところだっ

たんですけれども，それでは先ほど言ったようにコストがかかってしまうということで，

今までやったのは今のところそのままなんですけれども，それも含めて県の許可を受けた

最終処分場というのがございますので，そちらのほうに運ぶといったところでございます。 

 その協議を行ったのは，７月14日に協議を行っています。 

 その結果，県南県民センターと業者の話し合いで，最終処分場のほうに持っていくとい

うことを検討しているということが話し合われたところでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） ちょっと私理解できないんだけど，今現状では完全に全部仕分

けができていないわけだよね。それで先ほど言った課長の話では，これからさらにそれを
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区分けするわけでしょう，先ほどそう言ったでしょうよ。違うの。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 三者で７月14日に行ったと，それでその時点では分別して処理し

なさいよということだったんですけれども，その分別が容易に進まないということで，11

月になっても期限が来ても，10月いっぱいですから，期限が来ても終わらないので，それ

で県南県民センターのほうの指導で，じゃあ県の許可をいただいている受け入れ場所へ，

現状のままそっくり移動しなさいよということで県南県民センターのほうから指導して，

業者がそれではそのようにするように検討しますという段階でありますので，町のほうは

それを注視しているということでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） じゃあ先ほどの分別は要らないよ，コストが高いとか何かそれ

は要らない。じゃあわかりました，理解できました。 

 それで，県のほうは最終処分場のほうへ持ってきてもいいよと，そういう許可が出たわ

けでしょう。出たんでしょう，そうしたら，業者がそれで検討しますというのはどういう

ことなんですか。だって，検討する必要ないでしょうよ，持っていっていいなら，その業

者が検討するというのはどういうことなんですか。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 検討するという部分なんですけれども，まだ最終処分場

のほうの許可が出ておりません。 

○１０番（若泉昌寿君） そんなばかな話ないでしょう，話し合いで……。 

○環境対策課長（大津善男君） その前にちょっとやる手続がございまして，産業廃棄物

の物質の検査をやらないと，そこでオーケーが出ないと持っていけないというところで検

討しているという状況でございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 私，本当に言いたくないですけど，町長は許可おりたから持っ

ていっていいよと，県のほうから許可おりたってさっき言ったじゃないですか。皆さん，

ちゃんと聞いていますよ。そうしたら，またそれが違うと。どうなっているんですか，本

当に。その辺をきちんとやってくださいよ。 

○町長（遠山 務君） 県の許可を受けなさいよと。 

○議長（井原正光君） 遠山町長，もう一度。 

○１０番（若泉昌寿君） 言い方が違うんだよ，町長は。 

○町長（遠山 務君） 県の許可を受けた最終処分場に搬入すると言っているんですよ。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） これは言った，言わないことになっちゃうかもしれないけど，

私は県のほうの許可を受けたって，そのように理解しましたよ。だから，そのように言っ
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たんですよ。 

 じゃあまだ，県の許可は，持ってきていいよということは，おりていないわけだね。そ

ういうことだね。じゃあこれから検討するわけだね。検討するということは，見通しとし

てはどうなんですか。この許可，おりる，おりないは別として見通し，いつまでもあそこ

に置いてもらっちゃ困るんですよ，はっきり言って。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 先ほど申しましたように，物質検査をして，その結果に

基づいてということになります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 目安として，いつごろになりますか。 

○議長（井原正光君） 大津環境対策課長。 

○環境対策課長（大津善男君） 物質検査の期間ですが，１カ月から１カ月半ぐらいはか

かるというように聞いております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） いずれにしても，産業廃棄物というのははっきり言って廃棄物

ですから，我々は要りません。要りません。でも今回も無断で持ってこられちゃった，そ

ういうことですよね。 

 ですから，これは町としても目を光らせてもらわなければ困りますよ。持ってきて搬入

されちゃってから，ああだこうだとやられたって，結局今みたいになっちゃいますから，

だから搬入される前に利根町の町としては，行政としては，しっかりとある程度目を光ら

せてもらって，この問題は一日も早く解決できるようにお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（井原正光君） 若泉昌寿議員の質問が終わりました。 

                                         

○議長（井原正光君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 明日12月９日は午後１時から本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

午後４時１１分散会 


